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１．はじめに 

福島第二原子力発電所（以下，「発電所」という。）は平成23年 3月 11日に発生

した東北地方太平洋沖地震により被災し，1号，2号および4号機については原子力

災害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）第15条第１項に該当する事象（以

下，「第 15 条該当事象」という。）が発生したことから，平成 23 年 3 月 12 日 7 時

45分に内閣総理大臣により同条第２項の規定に基づく「原子力緊急事態宣言」が発

出された。 

その後，当社は原災法第15条該当事象の収束のため，原災法第7条第1項の規定

に基づき作成した福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計画（以下，「防災業

務計画」という。）に従い緊急事態応急対策を行い，その実施状況を平成23年11月

11日（平成23年11月30日に補正）に原子力安全・保安院（以下，「ＮＩＳＡ」と

いう。）に報告し，平成23年12月26日，内閣総理大臣により原災法第15条第4項

の規定に基づく「原子力緊急事態解除宣言」が発出された。 

今後，当社は原災法第 27 条に基づき，原子力災害事後対策に関する計画（以下，

「復旧計画」という。）を策定し，具体的な発電所の復旧を計画的に実施する。 

以下にその詳細を記載する。 
 

２．原災法第27条における要求事項 

原子力緊急事態解除宣言が発出されたことにより，今後当社は原子力災害（原子

力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るために必

要な事項（以下，「原子力災害事後対策」という。）を実施することとなり，これら

要求事項については以下記載のとおりとなる。 

原災法第27条第１項では，原子力災害事後対策として行われるべき以下の事項が

挙げられている。 

① 緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域における放射性物質の濃度若し

くは密度又は放射線量に関する調査 

② 居住者等に対する健康診断および心身の健康に関する相談の実施その他医療

に関する措置 

③ 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起

因する商品の販売等の不振を防止するための，緊急事態応急対策実施区域等

における放射性物質の発散の状況に関する広報 

④ 原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災

害の復旧を図るための措置に関する事項 

 

また，原災法第27条第2項では，指定行政機関の長および原子力事業者等原子力

災害事後対策に責任を有する者は，法令，防災計画又は事業者防災業務計画の定め

るところにより，原子力災害事後対策を実施しなければならない，と規定されてい

る。 

更に，原災法第27条第3項では，原子力事業者は，法令，防災計画又は事業者防

災業務計画の定めるところにより，指定行政機関の長等の実施する原子力災害事後
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対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，防災要員の派遣，資機材の貸与そ

の他必要な措置を講じなければならない，と規定されている。 

 

以上より，発電所で実施する原子力災害事後対策は，原災法第15条該当事象にお

いて放射性物質の放出がなかったことから，原災法第27条第１項第4号の原子力災

害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図る

ための措置に関する事項を実施する。 

具体的には，防災業務計画の「第4章 原子力災害事後対策」に記載している「復

旧対策」に定める事項について，3項「基本方針」に基づき復旧計画を策定した。 
 

３．復旧計画における基本方針 

原災法適用下での発電所における設備復旧の目的は，「冷温停止維持をより一層確

実に実施する」ことであり，これを踏まえ，復旧計画策定の基本方針を以下のとお

りとする。 

 

【基本方針】 

冷温停止維持をより一層確実に実施するため，以下の設備について本設設備へ復

旧する。 

○ 「緊急事態応急対策の実施状況に係る報告」（平成23年11月30日（補正））

における「冷温停止の維持に必要な設備」 

○ 保安規定遵守に係わる設備 

             （添付資料－1） 

また，平成24年1月11日に発出されたＮＩＳＡ指示文書より，原災法第15条

第4項に基づき原子力安全委員会から意見として示された4項目を踏まえ復旧計

画を策定する。 

 

なお，基本方針以外の発電所の活動（本設復旧後の保守管理や上記以外の発電

所維持運営に必要となる設備の本設復旧 等）については，保安規定に基づき継

続して実施していく。 

 

４．復旧計画の管理体制 

  復旧計画の管理体制は以下のとおり。 

（１）組織及び役割 

  復旧計画の体制は，防災業務計画に定めている緊急時対策組織（復旧班を主

体）に基づき，社内マニュアルに従い管理を行う。 

（添付資料－2） 

 （２）計画管理 

    復旧作業の進捗管理については，「復旧工程検討会」にて確認し，必要に応じ

て計画の見直しを行う。また，日常管理（作業予定・実績）については，緊急

時対策本部において原則毎日開催される「発電所緊急時対策本部情報共有会議」
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にて管理する。 

 

 （３）仮設設備の維持管理 

日々の巡視点検及び状態監視技術の活用により仮設設備の健全性を把握し， 

必要に応じて保全活動を実施する。台風や大雨等の自然災害については，来襲 

時前後のパトロール等を含めた事前，事後の対応を適切に実施する。 

 

 （４）安全管理 

作業時の災害防止や安全確保については，仮設設備により現場が通常と異な 

ることを踏まえ，安全推進協議会等の組織体の活用や，発電所において定めて

いる「安全活動計画（危険箇所の抽出・改善，人身災害防止対策の実施，熱中

症予防対策の実施）」に従い，重量物作業，充電部近接作業，火気作業などにつ

いて重点的に安全活動の強化を行う。 

また，作業前のTBM-KY（作業前危険予知）活動を実践し，作業安全を徹底す 

る。 

 

 （５）放射線管理 

福島第一原子力発電所からの放射性物質放出に伴う敷地内の汚染が発生し

ていることから，放射性物質による汚染の状況を引き続き把握し，地震前より

実施している放射線管理に加え，敷地内の定期サーベイ等の活動を実施し，所

大においてサーベイ結果を周知することにより，適切な放射線管理を行う。 

 

（６）品質管理 

社内マニュアルに基づき適切な品質管理を実施し，業務品質の向上に努める。 

 

５．実施内容 

 ５．１ 防災業務計画に基づく対応 

防災業務計画（平成23年12月改定）に基づき「第4章 原子力災害事後対策」

の「第１節 発電所の対策」「１．復旧対策」に定める事項について実施する。 

 

（１）原子炉施設の損傷状況の把握 

  「緊急事態応急対策の実施状況に係る報告」における「冷温停止の維持に必要

な設備」，並びに保安規定遵守に係わる設備を対象とし，損傷状況の把握を行って

きている。 

 さらに，損傷状況の詳細な把握を行う。 

 

（２）原子炉施設の汚染状況の把握 

「緊急事態応急対策の実施状況に係る報告」のとおり，原子炉施設は，発電所に

おける原災法第15条該当事象における放射性物質の放出事象はないため，発電所

を起因とした原子炉施設の汚染状況の把握は該当しない。 
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 しかしながら，福島第一原子力発電所からの放射性物質放出に伴う敷地内の汚

染が発生していることから，放射性物質による汚染の状況を引き続き把握し，地

震前より実施している放射線管理に加え，敷地内の定期サーベイ等の活動を実施

し，所大においてサーベイ結果を周知することにより，適切な放射線管理を行う。 

 

（３）原子炉施設の除染の実施 

発電所における原災法第15条該当事象での放射性物質の放出は発生しておらず，

これに伴う汚染も発生していないため，発電所を起因とした原子炉施設の除染の

実施は該当しない。  

 しかしながら，福島第一原子力発電所からの放射性物質放出に伴う敷地内の汚

染が発生していることから，放射性物質による汚染の状況を引き続き把握し，地

震前より実施している放射線管理に加え，敷地内の定期サーベイ等の活動を実施

し，所大においてサーベイ結果を周知することにより，適切な放射線管理を行う。 

 

（４）原子炉施設損傷部の修理および改造の実施 

（１）項において損傷が確認された設備及び緊急事態応急対策により現在仮設運

用している設備についての本設設備への復旧を実施する。 

具体的には，1 号機については,非常用予備発電装置（Ａ）の発電機修理や高圧

炉心スプレイ系用予備発電装置の発電機修理等を行うとともに，全号機の放水口

モニタについては，新規に製作を行う。さらに，仮設により復旧した電源盤やケ

ーブルの本設復旧等を行う。 

               （添付資料－1） 

 

4号機については平成24年度上期，2号機及び3号機※１については平成24年度

下期，1号機は平成25年度上期※２に復旧を完了する計画である。 

なお，2号機，3号機および4号機については冷温停止維持に必要な設備の復旧

が完了した。 

※1：3号機における復旧完了時期について 

  3号機の復旧完了時期は，「原子力防災業務計画に基づく復旧計画書（改訂1）」 

において，平成24年度上期中で計画していたが，同号機の復旧対象設備である， 

原子炉冷却材浄化系パージラインの本設化にむけ，パージ水を供給する設備「制 

御棒駆動系」の系統復旧を実施していたところ，系統を構成する弁の一つに部 

品交換が必要と判断される事象が確認された。部品交換後，制御棒駆動系復旧 

を行い，その後に原子炉冷却材浄化系パージラインの本設化を実施することに 

なることから，復旧完了時期を，平成24年度下期へ計画を見直した。 

 

※2：1号機における復旧完了時期について 

1号機の復旧完了時期は，「原子力防災業務計画に基づく復旧計画書（改訂3）」

において，平成 24 年度下期で計画していたが，同号機の復旧対象設備である，

残留熱除去冷却海水系 B 系の配管内面に施したライニングの剥離が確認された

ことから，ライニング補修が必要となった。この結果，補修終了後残留熱除去

冷却海水系の復旧を行い，当該設備の機能確認および社内自主検査を実施する
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ことから，復旧完了時期を平成25年度上期へ計画を見直した。 

                   （添付資料－3） 

 

なお，復旧の完了は，当社が別途定める要領に基づき実施する社内自主検査によ

り当該設備の機能が確保されていることを確認した時点とする。 

 

（５）放射性物質の追加放出の防止 

発電所における原災法第15条該当事象での放射性物質の放出は発生していな

いため，追加放出の防止は該当しない。 
 

 ５．２ 原子力安全・保安院からの指示への対応 

平成24年１月11日に発出されたＮＩＳＡ指示文書に基づき，以下のとおり対応

していく。 

 

（１） 福島第二原子力発電所の一部の設備については，仮設設備となっており，こ

れらの設備について適切に維持管理を行うこと。また，計画的に仮設設備の

依存度を下げること。 

 

〔当社の対応〕 

・設備の維持管理については，日常の保全活動として，巡視点検，設備診断 

を継続的に実施する。 

・添付資料－3に示す工程表に基づき，損傷した設備及び仮設設備について

本設設備へ復旧する。計画進捗については，「復旧工程検討会」により管

理し，計画的に仮設設備の依存度を下げるよう取り組む。 

  

（２）残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから，それらが復旧

するまでの間，状況に応じて適切な管理を行うこと。また，自然災害等に備

えて，更なる安全確保に万全を期すこと。 

 

〔当社の対応〕 

・既に復旧が完了した残留熱除去系等の機器については，日常の保全活動と

して巡視点検，設備診断を継続的に実施する。復旧が終了していない機器

等については，計画的に復旧を行うこととする。 

・復旧工程調整時，保安規定遵守に係わる設備の機能喪失となる期間が極力    

重複しないよう管理する。 

・自然災害に対して，台風や大雨については，来襲時前後のパトロール等を

含めた事前・事後の対応を行い，また，津波災害については，緊急安全対

策等に基づく手順書に従い適切に対応する。 

・作業時の災害防止や安全確保については，仮設設備により現場が通常と異

なることを踏まえ，安全推進協議会等の組織体の活用や，発電所において

定めている「安全活動計画（危険箇所の抽出・改善，人身災害防止対策の

実施，熱中症予防対策の実施）」に従い，重量物作業，充電部近接作業，
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火気作業などについて重点的に安全活動の強化を行う。 

また，作業前の TBM-KY（作業前危険予知）活動を実践し，作業安全を

徹底する。 

 

（３）作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。 

 

〔当社の対応〕 

・作業時の災害防止や安全確保については，仮設設備により現場が通常と異

なることを踏まえ，安全推進協議会等の組織体の活用や，発電所において

定めている「安全活動計画（危険箇所の抽出・改善，人身災害防止対策の

実施，熱中症予防対策の実施）」に従い，重量物作業，充電部近接作業，

火気作業などについて重点的に安全活動の強化を行う。 

また，作業前の TBM-KY（作業前危険予知）活動を実践し，作業安全を

徹底する。 

・福島第一原子力発電所からの放射性物質放出に伴う敷地内の汚染が発生し

ているため，地震前より実施している放射線管理に加え，敷地内の定期サ

ーベイ等の活動を実施し，所大においてサーベイ結果を周知することによ

り，適切な放射線管理を行う。 

 

（４）冷温停止に至るまでに，通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを

踏まえ，施設に対するこれらの影響を検討すること。 

 

〔当社の対応〕 

・発電所に係わる今後の適正な管理等についての対応方針【施設への影響】

に対する計画書に基づき，冷温停止に至るまでに，通常時と異なる圧力・温

度等の履歴となった対象施設を抽出し，施設への影響について評価を実施す

る。 

                  （添付資料－4） 

 ５．３ 実施状況報告書の作成・報告 

  各号機における冷温停止維持に必要な設備の復旧が全て完了した都度，および共

通設備の復旧が完了した場合については，復旧計画に係わる実施状況報告書を作成

し，別途報告する。 

 

６．添付資料 

添付資料－1  福島第二原子力発電所 対象設備の復旧計画 

添付資料－2  原災法に基づく組織体系 

添付資料－3  設備復旧等の主要工程 

添付資料－4  施設への影響評価について            以 上



復旧内容 備考

残留熱除去系　A系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１Ｃ）

残留熱除去系　C系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１Ｃ）

低圧炉心スプレイ系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１Ｃ）

高圧炉心スプレイ系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１ＨＰＣＳ）

原子炉冷却材浄化系
電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－１）
および，パージライン本設化

残留熱除去冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２）

残留熱除去冷却系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２）

残留熱除去冷却海水系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２）

残留熱除去冷却海水系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２）

非常用補機冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２）

残留熱除去冷却系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｄ－２）

残留熱除去冷却系　D系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｄ－２）

残留熱除去冷却海水系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｄ－２）

残留熱除去冷却海水系　D系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｄ－２）

非常用補機冷却系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｄ－２）

原子炉補機冷却系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－２，１Ｄ－２）

復水補給水系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－１）

高圧炉心スプレイ補機冷却系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１ＨＰＣＳ）

高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１ＨＰＣＳ）

非常用予備発電装置　A系 発電機の修理，制御盤新設，補機系の工場修理

高圧炉心スプレイ系用予備発電装置 本体の新規製作，制御盤新設，補機系の工場修理

直流電源 直流１２５Ｖ　ＨＰＣＳ系充電器・蓄電池の新規製作

所内電源 高圧電源系及びケーブルの復旧　（Ｍ／Ｃ１Ｃ，１ＨＰＣＳ）

地震計 新規製作

非常用ガス処理系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ１Ｃ－１）

添付資料－１（１）

福島第二原子力発電所　対象設備の復旧計画（１号機）

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
損
傷
し
た
設
備
で
今
後
復
旧
す
る
も
の

保
安
規
定

遵
守

冷
温
停
止
維
持
に
必
要
な
設
備
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復旧内容 備考

原子炉冷却材浄化系 パージライン本設化

残留熱除去機器冷却系　A系（淡水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　C系（淡水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　A系（海水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　C系（海水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　B系（淡水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｄ－２）

添付資料－１（２）

福島第二原子力発電所　対象設備の復旧計画（２号機）

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
損

冷
温
停
止
維
持

残留熱除去機器冷却系　D系（淡水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｄ－２）

残留熱除去機器冷却系　B系（海水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｄ－２）

残留熱除去機器冷却系　D系（海水系） 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｄ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｄ－２）

原子炉補機冷却系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ２Ｃ－２，２Ｄ－２）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系（海水系） 電動機新規製作中

傷
し
た
設
備
で
今
後
復
旧
す
る
も
の

に
必
要
な
設
備



　

復旧内容 備考

原子炉冷却材浄化系 パージライン本設化

残留熱除去機器冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ３Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ３Ｃ－２）

残留熱除去海水系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ３Ｃ－２）

残留熱除去海水系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ３Ｃ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ３Ｃ－２）

添付資料－１（３）

福島第二原子力発電所　対象設備の復旧計画（３号機）

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
損
傷
し
た
設
備
で
今
後
復
旧
す
る
も
の

冷
温
停
止
維
持
に
必
要
な
設
備
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復旧内容 備考

原子炉冷却材浄化系 パージライン本設化

残留熱除去機器冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却海水系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却海水系　C系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｃ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系　A系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｃ－２）

残留熱除去機器冷却系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｄ－２）

残留熱除去機器冷却系　D系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｄ－２）

残留熱除去機器冷却海水系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｄ－２）

残留熱除去機器冷却海水系　D系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｄ－２）

非常用ディーゼル発電設備冷却系　B系 電源系及びケーブルの復旧（Ｐ／Ｃ４Ｄ－２）

添付資料－１（４）

福島第二原子力発電所　対象設備の復旧計画（４号機）

冷
温
停
止
維
持
に
必
要
な
設
備

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
損
傷
し
た
設
備
で
今
後
復
旧
す
る
も
の
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復旧内容 備考

１・２号
放水口モニタ

新規製作

３・４号
放水口モニタ

新規製作

添付資料－１（５）

福島第二原子力発電所　対象設備の復旧計画（共通）

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
い
て
損
傷
し
た
設
備
で
今
後
復
旧
す
る
も
の

保
安
規
定
遵
守
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添付資料－２ 

原災法に基づく組織体系 
 
 
   情報班 

原子力防災要員：８名 

1.本店対策本部との情報の受理・伝達 

2.各班情報の収集 

     

   通報班 

原子力防災要員：６名 
1.社外関係機関への通報・連絡 

     

   広報班 

原子力防災要員：６名 
1.マスコミ対応 

     

   
技術班 

原子力防災要員：５名 

1.事故状況の把握評価 

2.事故影響範囲の推定 

3.事故拡大防止対策の検討 

     

   
保安班 

原子力防災要員：２０名 

1.発電所内外の放射線・放射能の状況把握 

2.被ばく管理・汚染管理 

3.放射能影響範囲の推定 

     

   
復旧班 

原子力防災要員：１２名 

1.応急復旧計画の立案と措置 

2.事故復旧計画の立案 

3.消火活動 

4.電源機能喪失時の措置 

     

   
発電班 

原子力防災要員：１２名 

1.事故状況の把握 

2.事故拡大防止に必要な運転上の措置 

3.発電所施設の保安維持 

4.除熱機能等確保に伴う措置 

     

   
資材班 

原子力防災要員：４名 

1.資材の調達及び輸送 

2.機動力の調達 

3.原子力緊急事態支援組織からの資機材受入 

     

   厚生班 

原子力防災要員：４名 

1.食糧・被服の調達 

2.宿泊関係の手配 

     

   医療班 

原子力防災要員：５名 
1.医療活動 

     

   
総務班 

 

1.所内への周知 

2.対策本部の設置・運営 

3.要員の呼集及び輸送 

4.他の班に属さない事項 

     

   
警備誘導班 

原子力防災要員：４名 

1.所内の警備 

2.一般入所者の避難・誘導 

3.物的防護施設の運用 

     

本部（総括管理） 

本部長： 

原子力防災管理者 

   （発電所長） 

 
防災業務計画（抜粋） 



 

 

設備復旧等の主要工程

１号機

２号機

３号機

４号機

各号機放水口モニタ

設備影響評価

復旧計画
Ｈ２３ Ｈ２４

上期 下期 上期 下期

 

 

 

 

備考
上期

Ｈ２５

添
付

資
料

－
３

設備復旧完了▽

本設電源復旧完了▼（３／１）
復旧作業

ケーブル接続・社内自主検査

設備復旧完了▼（２／１５）

本設電源復旧完了▼（１２／２５）

13 

復旧作業

ケーブル接続・社内自主検査

設備復旧完了▼（１０／１１）

本設電源復旧完了▼（８／２７）
復旧作業

ケーブル接続・社内自主検査

設備復旧完了▼（５／１７）

本設電源復旧完了▼（３／２３）
復旧作業

ケーブル接続・社内自主検査

設備復旧完了▼
復旧作業

▼（９／２１　３・４号放水口モニタ設備

▼（２／１

評価対象設備の抽出

凡例　　▽：予定　　▼：実績

復旧完了）

８　１・２号放水口モニタ設備復旧完了）

評価完了▽

評価の実施



添付資料－４ 
施設への影響評価について（【施設への影響】に対する計画書より抜粋） 

 

１.通常時と異なる圧力・温度等の履歴を踏まえた対象施設抽出フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回 

評価対象外 

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

評価対象 

評価対象系統の抽出 

評価対象機器の整理 

・原子炉※，格納容器※，使用済

み燃料プールの値圧力・温度

（通常値及び実績）の確認 

冷温停止維持に必要な

機器か？ 

ステップⅡ 

プラント内の系統，機器，構造物 

・原子炉除熱機能喪失の影響有無※ 

・圧力抑制機能喪失の影響有無※ 

・使用済み燃料プール冷却機能喪失 

の影響の有無 

          

ステップⅠ 

※３号機除く 

評価機器と抽出系統

に差異が発生 

２.評価内容 

 評価対象となった施設を構成する構造物・機器等について、設計状況を超え

た温度・圧力等の状態における構造強度、材料強度等への影響を評価する。 
 

３.スケジュール 

H23下期 H24上期 H24下期 H25上期

評価対象施設の抽出

評価の実施
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